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本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
等
に
対
応
す
る
た
め
、
関
税
率
等
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で

 

あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

一
、
個
人
使
用
貨
物
の
課
税
価
格
決
定
の
特
例
の
廃
止

輸
入
取
引
が
小
売
取
引
の
段
階
に
よ
る
貨
物
等
で
あ
っ
て
、
輸
入
者
の
個
人
的
な
使
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ

 

の
課
税
価
格
を
当
該
貨
物
の
輸
入
が
通
常
の
卸
取
引
の
段
階
で
さ
れ
た
と
し
た
場
合
の
価
格
と
す
る
特
例
を
廃
止
す
る
。

 

二
、
不
当
廉
売
関
税
の
迂
回
防
止
制
度
の
創
設

不
当
廉
売
関
税
の
課
税
の
回
避
の
た
め
に
同
関
税
の
対
象
貨
物
の
品
目
や
供
給
国
を
変
え
る
迂
回
行
為
が
行
わ
れ
る
輸
入

 

貨
物
に
対
し
、
同
等
の
割
増
関
税
の
課
税
を
可
能
と
す
る
た
め
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

三
、
保
税
蔵
置
場
等
の
業
務
に
係
る
手
順
及
び
体
制
に
関
す
る
事
項
を
規
定
し
た
規
則
の
策
定
の
義
務
付
け
並
び
に
業
務
改
善

 

　

命
令
等
に
係
る
規
定
の
整
備

保
税
蔵
置
場
の
許
可
を
受
け
た
者
等
に
対
し
、
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
の
手
順
及
び
体
制
に
係
る
規
則
の



二

 

策
定
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
当
該
者
等
に
対
す
る
業
務
改
善
命
令
等
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
。

 
四
、
犯
則
調
査
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化

刑
事
訴
訟
法
の
改
正
を
踏
ま
え
、
関
税
法
上
の
犯
則
調
査
手
続
に
つ
い
て
、
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
の
創
設
等
の
手
続
の

 

デ
ジ
タ
ル
化
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
。

 

五
、
暫
定
税
率
等
の
適
用
期
限
の
延
長
等

１　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
に
適
用
期
限
が
到
来
す
る
暫
定
税
率
（
四
百
四
品
目
）
及
び
特
別
緊
急
関
税
制
度
に
つ
い

 

て
、
こ
れ
ら
の
適
用
期
限
を
一
年
延
長
す
る
と
と
も
に
、
加
糖
調
製
品
（
五
品
目
）
の
暫
定
税
率
を
引
き
下
げ
る
。

２　

石
油
化
学
製
品
製
造
用
揮
発
油
、
灯
油
及
び
軽
油
に
つ
い
て
、
改
正
前
の
暫
定
税
率
を
基
本
税
率
と
し
て
規
定
し
、
暫

 

定
税
率
を
廃
止
す
る
。

３　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
に
適
用
期
限
の
到
来
す
る
航
空
機
部
分
品
等
免
税
制
度
及
び
加
工
再
輸
入
減
税
制
度
に
つ
い

 

て
、
こ
れ
ら
の
適
用
期
限
を
三
年
延
長
す
る
。

 

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


